
加西市滞在型観光バスツアー助成金交付要綱 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月１日改正 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、地域の活性化に向けて加西市への集客を図り、かつツアー参加者の負
担を軽減し、本市への滞在型観光客の誘致を促進するため、（一社）加西市観光協会（以
下「協会」という。）が、加西市滞在型観光バスツアー助成金（以下「助成金」という。）
の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 
（助成事業者） 
第２条　助成金の交付決定を受けて助成事業を行う者（以下「助成事業者」という。）は次
の各号のいずれかに該当するものとする。 
　（１）加西市への観光旅行を企画する旅行業法（昭和27年法律第239号）に基づく登録旅

行業者 
　（２）その他協会会長がみとめるもの 
（交付要件） 
第３条　助成金の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、次の各号のいずれにも
該当する事業とする。 
　（１）１旅程あたり１５人以上が参加する一般団体旅行及びツアー企画業者による募集商

品 
（２）１旅程において別表１宿泊施設・助成金対象の飲食店に該当する施設等を利用す
る。 

　（３）１旅程において別表２観光施設等の内、有料施設(①～⑥)を1ヶ所以上巡ること。 
　（４）１旅程において別表２の観光施設等(①～⑥、7～21)の内を２ヶ所以上巡ること。 
　（５）新型コロナウイルス感染症対策を講じていること。 
　（６）他の公的助成を受けていない旅行。ただし、令和４年度に限り、重複支給を認め

る。 

（助成金の交付） 
第４条　協会は、前条に規定する助成事業の実施に必要な経費の一部を助成することができ
る。ただし、同一の助成事業者にあっては、同一年度内に２回を超えて助成できないもの
とする。 
２　第２条第２号に規定する団体が、代表者を変更した場合についても同一の助成事業者と
みなし、前項のただし書きを適用するものとする。 
（助成金の額等） 
第５条　助成の対象となる経費及び助成金の額は、バス貸切額に充当し、１００，０００円
を上限額とする。 
２　他の助成と重複支給を認める場合、助成金額と他の補助金額の合算額は、補助対象経費を
限度とする。この場合、証明する書類を提出すること
３　前項の規定による助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの
とする。 

（助成金の交付申請） 



第６条　助成金の交付を受けようとする助成事業者は、あらかじめ助成金交付申請書（様式
第１号）を会長に提出するものとする。 
（助成金の交付決定） 
第７条　会長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、
適当と認めたときは助成金の交付を決定し、助成金交付決定書（様式第２号）により助成
事業者に通知するものとする。 
（実績報告及び助成金の交付請求） 
第８条　助成金の交付決定を受けた助成事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに助
成事業実績報告書（様式第３号）及び助成金請求書（様式第４号）を会長に提出しなけれ
ばならない。 
（交付金額の確定及び交付） 
第９条　会長は、前条に規定する助成金実績報告書を受理した場合はその内容を審査し、適
当と認めたときは、助成金の額を確定し、速やかに助成金を交付するものとする。 
（交付決定の取消し等） 
第10条　会長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し
ては、交付決定を取消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されていた
ときは、期限を定めてその返還を求めることができる。 
（その他） 
第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。 

　　附　則 
この要綱は、公布の日から施行する。 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
附　則（平成２８年２月１９日　上限額の変更による改正） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
附　則（平成３１年３月２９日　交付要件、上限額の変更による改正） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附　則（令和２年９月１１日　交付要件、上限額の変更による改正） 

この要綱は、令和２年９月１１日から施行する。 
　　附　則（令和４年３月３１日　交付要件、助成金額の変更による改正） 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表１ 
宿泊施設・助成金対象の飲食店 

別表２ 
観光施設等 

※①～⑥は、第3条第3号に該当する観光施設等に該当する。 

※①～21は、第3条第4号に該当する観光施設等に該当する。 

※別表２に掲載のない加西市内の観光地もしくは北播磨定住自立圏の観光施設につい
ては、助成金交付申請前に（一社）加西市観光協会まで必ずお問い合わせくださ
い。 

一般社団法人 加西市観光協会　 
TEL ０７９０－４９－８２００　FAX ０７９０－４９－８２０１

１ いこいの村はりま ２ 青野運動公苑 ３
ホテルルートイン 
加西  北条の宿

４ 大谷山荘 ５
ゲストハウス 
H O J O M A C H I 
HOSTEL

６
「加西ふーど記」に掲載されている店舗 
https://kanko-kasai.com/foodki/

加西市観光ガイドによる案内 ② 県立フラワーセンター

法華山一乗寺 ④ 五百羅漢 ⑤
古法華石仏（浮彫三尊仏龕
開帳時のみ）　※水曜日の
み

⑥ 北条鉄道 ７ かさい愛菜館 ８ 丸山総合公園

９ 北条の宿・住吉神
社・酒見寺

10 古法華自然公園 11 鶉野飛行場跡

12 玉丘史跡公園 13 山伏峠 14 久学寺

15 普光寺 16
加西アルプス 
（善防山・笠松山）

17 鎌倉山行者道

18 あびき湿原 19 多聞寺 20 東光寺

21
北播磨定住自立圏（西脇市、加東市、多可町）に所在する観光を目的に訪問
する施設


